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施設使用料（令和７年 12月 1日施行）  

【抜粋】犬山市都市公園条例（平成 12年３月 31日条例第 14号）  

 

別表第５（第 12条関係）  

多目的スポーツ広場使用料  

利用区分  午前９時

から午前

11時まで  

午前 11時

から午後

１時まで  

午後１時

から午後

３時まで  

午後３時

から午後

５時まで  

午後５時

から午後

７時まで  

午後７時

から午後

９時まで  施設区分  

全面（更衣室

２室を含

む。）  

利用区分ごとに  9,070円  

半面（更衣室

１室を含

む。）  

利用区分ごとに  4,540円  

備考  

１  利用者は、利用する利用区分の前後の利用区分が利用可能なとき

は、利用時間を前後に延長することができる。  

２  延長利用の申出は、利用日の午前８時 30分から午後９時までの間

において行うものとする。ただし、午前８時 30分から午前９時まで

の間において延長利用をしようとするときは、利用日の１月前まで

に申し出なければならない。  

３  延長して利用する場合は、この表に定める使用料のほか、延長 30

分（ 30分に満たないときは、 30分とみなす。）ごとに延長して利用

する時間が属する利用区分に係る使用料の 30分相当額（ 10円未満の

端数が生じたときは、これを切り上げた額）を徴収するものとする。  

４  午前８時 30分から午前９時までの間において延長して利用する場

合は、この表に定める使用料のほか、午前９時から午前 11時までの

利用区分に係る使用料の 30分相当額（ 10円未満の端数が生じたとき

は、これを切り上げた額）を徴収するものとする。  

５  半面を利用する場合において、利用許可を受けていない更衣室が

利用可能なときは、当該更衣室を併せて利用することができる。こ

の場合においては、この表に定める使用料のほか、利用区分ごとに

100円を徴収するものとする。  

６  市外の者が利用する場合の使用料は、この表に定める使用料の１．

２倍に相当する額（１０円未満の端数が生じたときは、これを切り

上げた額）とする。  

 

別表第６（第 12条関係）  

多目的スポーツ広場夜間照明施設使用料  

利用区分  単位  使用料  

200ルクス  全面  １時間  円  

2,220 

半面  1,110 

100ルクス  全面  1,110 

半面  560 

備考  利用時間が１時間に満たないときは、１時間とみなす。  



2 

別表第７（第 12条関係）  

犬山市体育館使用料（多目的スタジオ及びトレーニングルームを除く。） 

利用区分  午前９

時から

午前 11

時まで  

午前 11

時から

午後１

時まで  

午後

１時

から

午後

３時

まで  

午後

３時

から

午後

５時

まで  

午後

５時

から

午後

７時

まで  

午後

７時

から

午後

９時

まで  施設区分  

メインアリ

ーナ  

全面  円  

利用区分ごとに  4,710 

全面（観客席を

含む。）  

利用区分ごとに  5,510 

半面  利用区分ごとに  2,360 

３分の１面  利用区分ごとに  1,570 

４分の１面  利用区分ごとに  1,180 

バドミントンコ

ート１面  

利用区分ごとに  590 

サブアリー

ナ  

全面  利用区分ごとに  1,080 

半面  利用区分ごとに  540 

多目的室  全面  利用区分ごとに  1,560 

Ａ面  利用区分ごとに  770 

Ｂ面  利用区分ごとに  450 

Ｃ面  利用区分ごとに  350 

Ａ・Ｂ面  利用区分ごとに  1,220 

Ｂ・Ｃ面  利用区分ごとに  800 

親子ふれあ

いルーム  

全面  利用区分ごとに  320 

備考  

１  市外の者が利用する場合の使用料は、この表に定める使用料の２

倍に相当する額とする。  

２  利用者が参加者又は観覧者から入場料金その他これに類する料金

を徴収する場合で、市長が必要と認めるときの使用料は、この表に

定める使用料の２倍（この項及び前項の場合に重複して該当する場

合にあっては、４倍）に相当する額とする。  

３  営利、営業又は商業宣伝を目的として利用する場合の使用料は、

この表に定める使用料の８倍（この項及び第１項の規定に重複して

該当する場合にあっては、 16倍）に相当する額とする。  

４  利用者は、利用する利用区分の前後の利用区分が利用可能なとき

は、利用時間を前後に延長することができる。  

５  延長利用の申出は、利用日の午前８時 30分から午後９時までの間

において行うものとする。ただし、午前８時 30分から午前９時まで

の間において延長利用をしようとするときは、利用日の１月前まで

に申し出なければならない。  
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６  延長して利用する場合は、この表に定める使用料のほか、延長 30

分（ 30分に満たないときは、 30分とみなす。）ごとに延長して利用

する時間が属する利用区分に係る使用料の 30分相当額（ 10円未満の

端数が生じたときは、これを切り上げた額）を徴収するものとする。  

７  午前８時 30分から午前９時までの間において延長して利用する場

合は、この表に定める使用料のほか、午前９時から午前 11時までの

利用区分に係る使用料の 30分相当額（ 10円未満の端数が生じたとき

は、これを切り上げた額）を徴収するものとする。  

 

別表第８（第 12条関係）  

犬山市体育館使用料（多目的スタジオ及びトレーニングルーム）  

利用区分  単位  
使用料  

一般  シルバー  

個人利

用  

多目的スタジオ  １回券  円  

840 

円  

630 

11回券  8,400 6,300 

トレーニングルーム  １回券  630 510 

11回券  6,300 5,100 

多目的スタジオ

及びトレーニン

グルーム共通  

一般利用  １回券  940 750 

11回券  9,400 7,500 

登録利用  １月  4,800 3,830 

貸切利

用  

多目的スタジオ  全面  １時間  1,080 

Ａ面  470 

Ｂ面  620 

備考  

１  この表において「シルバー」とは、市内に在住する 65歳以上の者

をいう。  

２  この表において「登録利用」とは、利用前にあらかじめ利用に係

る登録をすることにより、利用回数の制限なく継続的に利用するこ

とをいう。  

３  市内に在住する障害者が個人利用をする場合の使用料は、一般の

欄に定める使用料の２分の１に相当する額（その額に 10円未満の端

数が生じたときは、これを切り捨てた額）とする。  

４  利用者が参加者又は観覧者から入場料金その他これに類する料金

を徴収する事業のため多目的スタジオを貸切利用する場合において、

市長が必要と認めるときの使用料は、この表に定める使用料の２倍

に相当する額とする。  
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別表第９（第 12条関係）  

犬山市体育館空調設備使用料  

施設区分  単位  使用料  

メインアリーナ  30分ごと

に  

円  

1,150 

メインアリーナ（観客席を含む。）  1,500 

サブアリーナ  610 

多目的スタジオ（貸切利用）  全面  140 

Ａ面  100 

Ｂ面  100 

多目的室  全面  570 

Ａ面  280 

Ｂ面  170 

Ｃ面  120 

Ａ・Ｂ面  450 

Ｂ・Ｃ面  300 

親子ふれあいルーム  120 

備考  利用時間が 30分に満たないときは、 30分とみなす。  


